
 
 

事 務 連 絡 
平成 27 年９月２日 

 
各都道府県消防防災主管課 御中 

 
消 防 庁 救 急 企 画 室  

 
 

救急自動車に備え付ける反射材について 

 

 

夜間における救急活動の安全確保については、これまでも各消防本部において、積極的

に取り組んでこられたところですが、平成24年１月、自動車専用道路上の交通事故により、

一時的に電源喪失状態に陥った救急自動車の周囲で二次災害防止の活動中であった救急隊

長が、後続車両に衝突されて死亡する事故が発生しています。 

このような状況を受けて、一般社団法人日本救急医学会、同日本臨床救急医学会及び同 

日本交通科学学会より、他の交通車両等からの救急自動車の夜間視認性を向上させるべく、

救急車に再帰性に富んだ反射材を備えることについての提言がなされたところです。 

今般、国土交通省自動車局技術政策課から、救急自動車に備え付ける反射材に係る取り

扱いについて、別添の「救急自動車に備え付ける反射材について」（平成27年８月20日付

け事務連絡）により、周知されましたので、お知らせします。 

つきましては、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に

対して、この旨連絡していただくようお願いします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 

消防庁救急企画室救急推進係 新田係長、濱砂事務官 

  電話 03-5253-7529  E-mail  kyukyusuishin@soumu.go.jp 



 

事 務 連 絡 
平 成 2 7 年 8 月 2 0 日 

 
各地方運輸局技術安全部技術課 
沖縄総合事務局運輸部車両安全課 
自動車検査独立行政法人 
日本自動車整備振興会連合会    御中 

 
自動車局技術政策課  

 

 
救急自動車に備え付ける反射材について 

 
救急自動車については、元来、赤色回転灯によりその存在を他の交通に知らせております。しかしな

がら、交通事故に巻き込まれる等により一時的に電源が失われ赤色回転灯が使用できない場合には、他

の交通からの発見が困難な危険な状態で救急活動を行うこととなります。現に、平成 24 年 1 月には、

自動車専用道路上で電源喪失状態に陥った救急自動車の救急救命士が、後続車に衝突されて死亡する事

故が発生しているところです。このような状況を受けて、一般社団法人 日本救急医学会、同 日本臨床

救急医学会及び同 日本交通科学学会が、他の交通から救急自動車の夜間視認性を向上させるべく、車

両に再帰性に富んだ反射材を備えることを提言しているところです。 
ついては、救急自動車に備え付ける反射材に係る取り扱いについて、自動車の検査の円滑化を図る観

点から、下記の通り明確化しますので、改めて了知いただきますよう、宜しくお願いします。 
なお、本事務連絡は、再帰反射材以外の反射材を備え付けた救急自動車への審査等が今後増加するこ

とが想定されることから、改めてその取り扱いについて周知徹底を図るためのものであり、従来の審査

等の運用を何ら変更するものではありません。 
 
 

記 
 
 
１．現行の道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）では、第 38 条の３等において再帰

反射材の技術的要件や取り付け方法を定めるとともに、大型貨物車等をはじめとする車両の一定の

箇所にのみその装着を認めています。 
 
２．他方、再帰反射材以外の反射材については、保安基準第 42 条(その他の灯火等の制限)の要件を満た

す限りにおいて、救急自動車を含むその他の車両への装着も可能です。 
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（参考） 
 

道路運送車両の保安基準（抜粋） 
 
 
（再帰反射材） 
第 38 条の３ 自動車（次の各号に掲げるものを除く。）の前面（被牽（けん）引自動車の前面に限る。）、

両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。 
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 二輪自動車 
四 側車付二輪自動車 
五 カタピラ及びそりを有する軽自動車 

２ 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方（被牽（ けん） 引
自動車の前方に限る。）、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができる

ものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなけれ

ばならない。 
３ 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基

準に適合するように取り付けられなければならない。 
 
 
（その他の灯火等の制限） 
第 42 条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等

により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはなら

ない。 




	①1500902(事務連絡)救急自動車に備える反射材について
	②【写】150820国交省事務連絡(救急自動車に備え付ける反射材)
	③150721三学会提言書



